
静岡県道路メンテナンス会議 

平成２６年８月５日 

静岡県 交通基盤部 道路局 道路整備課 県市町道班 

資料３－２ 



 道路インフラを取り巻く背景 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜メンテナンスに関する主な経緯＞ 

・平成24年12月 中央自動車道笹子トンネル天井板落下事故発生 

・平成25年を 「社会資本メンテナンス元年」と位置づけ（国土交通省） 

・平成25年６月 改正道路法、政令公布 ★平成25年９月２日施行 

・平成26年４月「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言」（社会資本整備審議会 道路分科会 建議） 

・平成26年３月 省令・告示公布    ★平成26年７月１日施行 

・道路法等の一部改正や省令・告示により、 

        橋梁・トンネル等の５年に１回の近接目視点検が義務化 

・「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言」において、 

            「道路メンテナンス会議」の設置が提案された 

●今後、全国的に社会資本の高齢化（老朽化）が急速に進行 

●老朽化対策の本格実施に向けて、 
     地方公共団体に３つの課題（予算不足・人不足・技術力不足） 



 道路の老朽化対策の本格実施に関する提言 概要 

社会資本整備審議会 
道路分科会資料より 



 道路の老朽化対策の本格実施に関する提言  

社会資本整備審議会 
道路分科会資料より 



 静岡県道路メンテナンス会議について 

・道路管理者が管理する橋梁（橋長２m以上）は約２万９千橋 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・市町の約４割で土木施設の新設改良・維持管理に携わっている技術職員が５人以下 
 
 
 
 
 
 

静岡県の現状と課題 

多くの市町で予算・人・技術力が不足 

   ⇒ 今後の適正かつ継続的な維持管理の実施が危惧されている 



 静岡県道路メンテナンス会議について 

 
 

静岡県道路メンテナンス会議の設置 

 道路の老朽化対策の本格実施に向け、メンテナンスサイクルを回す仕組みとして、
「静岡県道路メンテナンス会議」を設置。 
 各道路管理者等が相互に連絡調整を行うことにより、円滑な道路管理の促進を図る
とともに、地域ごとの道路管理者等からなる地域部会（西部・中部・東部）において、
地域特性に応じた事項について協議し、老朽化対策の体制を強化する。 

 

・国土交通省中部地方整備局（直轄事務所） 
・静岡県、政令市、33市町、県道路公社 
・中日本高速道路（株） 

会 長：静岡国道事務所長 
副会長：静岡県道路整備課長 
    NEXCO 静岡保全・サービスセンター所長 

体 制 

平成26年6月4日 静岡県道路メンテナンス会議 

 

・道路の維持管理等に係る意見調整・情報共有 
・道路の点検、修繕計画等の把握・調整、技術  
 支援、発注支援 
・道路の損傷事例や技術的基準 
・その他、道路の管理に関連する事項 

協議事項 

会議状況 
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